
筑後川ダム統合管理事務所 

令和６年４月２４日 

「筑後川ダム統合管理事務所渇水対策支部」を解散しました 

～筑後川水系の渇水調整の解除に伴う措置～ 

◇筑後川ダム統合管理事務所渇水対策支部

支部長 筑後川ダム統合管理事務所長 宮本
みやもと

 浩
ひろし

◇解散日時について

令和６年４月２４日（水）１２時 

◇解散理由について

筑後川流域では、昨年８月から少雨傾向が続き、令和５年９月から令和６年１月までの合

計雨量は平年の４割程度にとどまるなど厳しい水状況にあったことから、福岡県及び佐賀県

からの開催要請を受け、令和５年１２月１９日に第一次渇水調整の合意形成を図り、流域内

の主要６施設の統合運用を措置し、同日付で九州地方整備局に渇水対策本部を、筑後川ダム

統合管理事務所に渇水対策支部を設置しました。 

その後も降雨が少なく、ダム貯水量が減少していったことから、令和６年２月１６日に第

２次渇水調整で合意形成を図り、流域内の主要６施設の統合運用や筑後川からの取水制限等

の措置も講じてきたところです。 

こうした中、令和６年２月から同年３月にかけての月間降雨量が平年値を大きく上回り、

流域内の主要６施設合計の利水容量は例年と同等の貯水量まで回復しました。 

このことにより、筑後川水系においては渇水状態を脱し、各関係利水者における当面の水

利用については問題ないと判断され、令和６年度第１回筑後川水系渇水調整連絡会(文書協

議)の合意事項として、令和６年４月２４日１２時をもって筑後川水系における渇水調整が

解除されたことから、筑後川ダム統合管理事務所渇水対策支部を解散しました。 

問い合わせ先 

国土交通省 九州地方整備局 筑後川ダム統合管理事務所 

  TEL 0942-39-6651（代表） 

  技術副所長   高山
たかやま

 善光
よしみつ

広域水管理課長 宮内
みやうち

 信
しん


